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在宅酸素療法における火気の取扱いについて

在宅酸素療法に使用する酸素濃縮装置、液化酸素及び酸素ボンベ（以下「酸素濃縮装置

等」という ）については、酸素は支燃性の強いガスであることから、その添付文書や取。

扱説明書等において、火気を近づけてはならない旨が記載されており、また、貴会や関係

する会員各社においても、火気の取扱いに関する注意を呼びかける資材等の提供を実施い

ただいているところです。

しかしながら、貴会の調査によれば、酸素濃縮装置等を使用中の患者が、喫煙等が原因

と考えられる火災により死亡した事故が、年間数例、発生しております。

在宅酸素療法時の火気の使用に伴う重篤な事故事例が、繰り返し発生している状況を踏

まえ、本日、別添のとおり、各都道府県衛生主管部（局）長等あてに通知を発出し、医療

機関の主治医から患者やその家族等に対して、適切な注意喚起が実施されるよう依頼した

ところです。

つきましては、貴会としても、下記のとおり、同様の事故事例の発生防止等を図るため、

一層の対策に取り組むようお願いします。

記

１．火気の取扱い等に関する注意喚起等について、医療機関の主治医が患者やその家族等

に対して説明するために必要な資材を提供すること。

２．酸素濃縮装置等の設置や点検のために患者の居宅等を訪問する際に、在宅酸素療法時

における火気の取扱い等について、販売店等からも注意を呼びかけること。

３．酸素吸入時の火気の使用に伴う重篤な事故事例を公表することにより、火気の使用に

関する危険性及び酸素濃縮装置等の適切な使用の重要性を広く呼びかけること。

４．火気の使用に伴う事故事例を継続的に収集し、当課まで定期的に状況を報告するとと

もに、死亡等の重篤な健康被害事例を把握した際には、速やかに報告すること。


